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「調和のとれた社会」実現への模索

まつもと か いま い けんいち

松本はる香・今井健一

概 況

胡錦濤政権は来る２００７年秋の第１７回党大会に向けて国内の権力基盤を固めつつ

あるなかで，中国共産党政府の「戦略的任務」として「調和のとれた社会」の実現を

掲げる方針を固めた。また，対外関係においては，引き続き平和的発展の道を堅

持して，善隣友好外交を展開している。特に，北朝鮮の核問題をめぐる６カ国協

議をはじめ，上海協力機構（SCO），東南アジア諸国連合（ASEAN）との協力，ア

フリカとの関係強化等を通じて，多国間協調外交に注力している。

経済は外需の大幅な伸びに支えられ，前年を上回る１０．７％の成長を達成した。

人民元の対ドル為替レートのゆるやかな上昇は輸出に顕著な影響を与えず，貿易

黒字は前年比約７００億訐増の１７１５億訐に達した。急速な元高進行を懸念する通貨

当局による元売りドル買い継続の代価として，国内の流動性膨張は抑制困難な状

況にある。不動産市場の規制強化を契機として余剰資金の行き先は株式市場へシ

フトし，株価は年央から急騰を開始した。経済が好況に沸く一方，所得格差是正

や社会保障制度整備，省エネ・環境対策など社会政策にかかわる課題については，

十分な成果が挙がっているとはいえない。持続する高度成長をいかにして「調和

のとれた社会」の実現に結びつけていくかが，中長期的な経済政策運営の主題と

なりつつある。

国 内 政 治

胡政権は来る２００７年秋の第１７回党大会に向けて，自らの権力基盤の強化を進め

ている。胡は「調和のとれた社会」の実現を前面に掲げて，貧富の格差，農村問題，

党幹部の腐敗・汚職といった深刻化する社会矛盾の改善を呼び掛けている。しか

し，都市部と農村部の格差の問題は深刻化している。これに対応すべく，第１１次

５カ年計画では，中国の発展戦略における「新農村の建設」が最重要課題のひとつ
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に掲げられた（「経済」の項参照）。

国内政治には依然として不安定要因も残る。中央・地方政府に対する異議申し

立ての件数は年々増加しているといわれている。また，公安部は２００６年１月から

９月までに全国の公安部門が処理した民衆による集団暴動事件（中国語では「群体

性事件」）は１万７９００件で，対前年度同期比２２．１％減という公式発表を行った。だ

が，事件件数の減少という発表は当局の隠蔽体質を反映しているもので，むしろ

集団暴動事件は急増しているという見方が有力である。また，国内における言論

統制の動きも強まっている（国内政治の別項「強まる言論統制」参照）。

「社会主義栄辱観」の提起

２００６年３月４日，胡錦濤総書記は第１０期全国人民代表大会第４回会議（全人代）

開幕に先立って「社会主義栄辱観」を提起した。これは，胡総書記がモラル向上の

キャンペーンの一環として，バランスのとれた持続可能な発展を目指す「科学的

発展観」や，党幹部の執政能力強化のための再教育や腐敗・汚職の撲滅を唱える

「先進性保持教育」等を打ち出したことに続く新しいスローガンである。

「栄辱」とは道徳の基準「八栄八恥」（８つの誇りと８つの恥）を指し，「八栄」とは

祖国熱愛，人民奉仕，科学尊重，勤勉労働，団結互助，誠実信用，法律遵守，刻

苦奮闘を，「八恥」とは祖国損壊，人民背離，愚昧無知，安逸怠惰，私利私欲，道

義忘却，法律無視，贅沢淫乱を指す。胡政権は「八栄」を高め，「八恥」を改めるこ

とを呼び掛け，高度成長の影で蔓延する社会格差，拝金主義，不正腐敗等を食い

止めようとしている。なお，「社会主義栄辱観」は日常の行動規範として示された

ものであるが，その影響力は多岐に及んでいる。４月には中国の大手ネット企業

数十社が異例の共同声明を発表して，「社会主義栄辱観」に基づき反道徳的，反社

会的な言論を自発的に統制していくことを表明した。

党中央の公式決定となった「調和のとれた社会」の実現

従来，胡政権は「調和のとれた社会」（原語では「和諧社会」）の実現の必要性を説

いてきた。「調和のとれた社会」とは，都市と農村の発展，経済と社会の発展，人

と自然の調和のとれた発展，国内発展と対外開放がバランスの良い社会を建設す

ることを意味する。胡政権は，「調和のとれた社会」の実現によって，高度成長の

影にある貧富の格差，農村問題，党幹部の汚職腐敗といった深刻化する社会矛盾

の改善を呼び掛けてきた。２００６年１０月には中共第１６期中央委員会第６回全体会議
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（６中総会）において，「調和のとれた社会」の実現を，中国共産党政府の「戦略的任

務」として位置づけることが公式決定された。これにより「調和のとれた社会」が

政権路線の基調をなすことになり，２０２０年までに格差拡大を是正する目標を掲げ

た。いわば鴆小平のもとで推進された改革開放路線下の「先富論」（先に豊かにな

れるところから豊かになるべきである）が結果的に生み出した社会の格差を是正

するためのキーワードとして提起されたのが「調和のとれた社会」である。また，

かつての経済成長一辺倒や「勝ち組」優遇に代表されるような前任者の江沢民の政

権運営のアンチテーゼとして提起されたという側面もある。いずれにせよ，今回

党中央の戦略的任務として「調和のとれた社会」が位置づけられた背景には，社会

格差の問題が政権運営を揺るがすほどに深刻化していることがあるといえよう。

先進性保持教育の終了と腐敗・汚職問題の頻発

２００６年６月３０日，中国共産党創立８５周年を祝して，共産党員先進性保持教育活

動総括大会が開催された。同大会において胡総書記が重要演説を行い，先進性保

持教育活動の成果を総括するとともに，同活動がほぼ終了したことを宣言した。

先進性保持教育は党幹部の執政能力強化のための再教育や腐敗や汚職の撲滅のた

めのキャンペーンであり，２００５年からおよそ２年間にわたって，以下の３つの時

期に分けられて共産党員６８００万人全員を対象に各レベルに分けて実施されてきた。

第１期（２００５年１～６月）は，主に全国の県レベルおよび県レベル以上の中国共産

党と政府の機関および企業と事業団体を対象に実施された。第２期（２００５年６～

１２月）は，居民委員会などの都市の基層組織や郷鎮の機関を対象に実施された。

第３期（２００６年１～６月）は農村基層を対象として実施された。

しかし，先進性保持教育活動の終了とはうらはらに，大物の政府関係者の腐

敗・汚職事件が相次いだ。例えば，２００６年６月には北京市副市長の劉志華が不正

な土地取引により免職処分となった。また，同月末には中国海軍副司令員の王守

業が収賄および公金流用の容疑で解任され，死刑判決を受けた。さらに，９月に

は上海市のトップである陳良宇党委書記が上海市の社会保険基金をめぐる汚職事

件に関与したとして解任され，同時に中央政治局委員の職務も停止された。

上海市トップの陳宇良解任事件

一連の汚職事件の摘発については，純然たる汚職事件として捉えるべきなのか，

あるいは権力闘争の一部として捉えるべきなのかについては諸説入り乱れている。
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とりわけ，上海市党委書記の陳良宇の汚職事件に関しては，胡政権の権力闘争の

一環という憶測が国内外で飛び交った。同事件は，２００６年９月２４日，上海市党委

書記の陳良宇が社会保険基金３２億元の不正流用の容疑で解任された。具体的には，

陳良宇が贈賄側の投資業者に高速道路建設費を融資させて，建設予定地の収用に

便宜を払ったとされている（「経済」の項参照）。同事件では関係者５０人余りの市幹

部が拘束されたともいわれている。

陳を処分した中央政府の意図はどこにあったのだろうか。第１には，党・政府

幹部に対する汚職の取り締まりを強化することにあると見られる。近年，党・政

府幹部の腐敗・汚職に対する民衆の不満が高まっている。もちろん，幹部の資産

に対する監督の強化といった監督制度の整備等も進められているものの，未だ十

分機能しているとはいい難い。このため，中央政府は中央政治局委員という要職

にあった陳の職務停止によって，腐敗・汚職の取り締まりを実行していく決然た

る意志を示そうとしたのである。それと同時に，地方の大物幹部でもあった陳の

「見せしめ」的な処分によって，他の幹部の規律引き締めの効果も狙ったのではな

いだろうか。第２には，胡錦濤に抵抗する勢力の排除にあると見られる。まずは，

来る２００７年秋の第１７回党大会に向けて，胡が自らの権力基盤の強化を進めるなか

で，江沢民を中心とする「上海閥」の出身者である陳の駆逐を図ったという見方が

できる。さらにいえば，中央と地方の経済路線対立という要因も考慮に入れるべ

きであろう。地方に対するマクロ統制能力の強化を進めている中央政府の経済路

線に対して，真っ向から反対して成長重視路線を説く急先鋒がまさに陳だったの

である。

胡錦濤の政権基盤強化と『江沢民文選』の刊行

第１７回共産党大会へ向けて，胡錦濤総書記就任以来の大規模な人事異動が進ん

でおり，特に地方の省レベルにおける党委員会書記や省長の異動が活発化してい

る。また，胡の側近，すなわち１９８２年から１９８５年までの時期に，共産党青年団

（共青団）中央で胡とともに仕事をしていた人々の登用も徐々に増えている。例え

ば，地方の省レベルでは，張宝順・山西省書記（共青団１９８２～１９９１年在籍），李克

強・遼寧省書記（共青団１９８３～１９９８年在籍），李源潮・江蘇省書記（共青団１９８３～

１９９０年在籍），劉奇葆・広西省書記（共青団１９８５～１９９３年在籍），張慶黎・チベッ

ト自治区書記（共青団１９８３～１９８６年在籍）等である。近い将来，このような胡錦濤

の側近たちが地方政府を経て中央政府へ進出する可能性が高い。

２００６年の中国
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２００６年８月１０日には『江沢民文選』（１～３巻）が刊行された。同書は，江沢民が

次官級ポストに就任した１９８０年８月から，党中央軍事委員会を引退する２００４年９

月までの業績に関する文書や演説等合計２０３編を収録している。文選の出版は，

毛沢東，鴆小平に次ぎ，第３世代の指導者の文選出版は今回が初めてとなった。

同月１５日には党中央が『江沢民文選』学習報告会を開催して，胡総書記・国家主

席・中央軍事委員会主席が重要講話を行い「『江沢民文選』の学習は，現在および

今後の一定時期の思想政治建設，党員幹部の理論学習訓練における重要な任務で

ある」と強調するとともに，同書を必読学習文書に決定した。

胡政権は『江沢民文選』の刊行を通じて，江沢民が「歴史的指導者」であることを

内外に喧伝した。これは一見すると江の権威に対する配慮にも見えるものの，そ

れと同時に，江が既に「過去の人」であることをことさら強調する効果を狙ったも

のと見られる。さらに，これを機に胡が江を最大限尊重していることをアピール

しつつも，秋の党大会の人事において江グループ排除の姿勢を一層強めるという，

いわば「誉め殺し」的な措置を取るのではないかという見方が有力である。

強まる言論統制

２００６年１月２４日，共産党中央宣伝部によって週刊誌『冰点周刊』が停刊処分にさ

れ，翌月には同雑誌編集長である李大同が解任された。停刊処分の発端は，同誌

（２００６年第５７４期）が袁偉時・中山大学教授の論文「現代化と歴史教科書」を掲載し

たことにある。袁教授は同論文のなかで「２０世紀の１９７０年代末，反右派，大躍進，

文化大革命の３大災難を経験した人々は，これらの災難の根源のひとつが『われ

われは狼の乳で成長した』ことにあると痛切に感じている。そして，偶然，われ

われの中国歴史教科書を一読して驚愕したことは，『われわれの青少年がいまな

お狼の乳で成長している』ことだ」と論じた。すなわち，中国の歴史教科書の内容

が狭隘な愛国主義的内容に満ちていると批判するとともに是正の必要性を主張し

たのである。停刊処分に対する内外の非難の声が高まったことから，間もなく

『冰点周刊』は３月１日に復刊となったが，復刊第１号には袁教授の論文批判の特

集が組まれた。また，その際に袁教授が改めて執筆した反論については，同誌が

掲載を拒否した。中国当局が厳しい処分を下した理由には，今回の一連の出来事

が歴史問題という機微な問題にかかわるという側面があったことは否めない。し

かし，学術論争をも封じ込めようとする現政権の強硬な姿勢に対して，知識人の

間で不信感が強まっているものと見られる。

「調和のとれた社会」実現への模索
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『冰点周刊』停刊の顛末に象徴されるように，胡政権下における言論統制の動き

が目立っている。９月１３日には，中国共産党および国務院が「国家文化発展計画

要綱」を交付して，中国全土のメディア管理の強化の方針を打ち出した。そこに

は外国通信社が中国国内向けに発信する情報の内容について，事前に新華社の許

可を義務付けるという規則も含まれている。また，同月初旬にはインターネット

の特別取り締りのキャンペーンが開始され，違法・有害サイトの閉鎖に加えて，

反体制的なサイトの摘発等も実施された。目下のところ，胡政権は社会の不安定

化を防ぐために「イデオロギー管理の強化が不可欠である」と説明しているが，言

論統制の強化の背景には，体制維持に対する危機感が見え隠れする。

香港――来る行政長官選挙に向けた対抗軸の形成

２００５年３月，香港特別行政区行政長官の董建華（当時）が，２００７年の第２期目の

任期満了を待たずに辞職して，長官代行に親中国派と目される曽蔭権が就任した。

改めて２００７年３月に行政長官選挙が実施されるのに先立って，２００６年１２月，香港

行政長官の選出母体である選挙委員会の選挙が実施された。ちなみに現下では，

行政長官の選出は直接選挙ではなく，定数８００人の選挙委員会の枠内で実施され

ている。今回の選挙委員会の選挙では，香港の民主化を支持する民主派の当選者

数が，行政長官擁立の最低要件の選挙委員１００人という推薦人数を初めて上回り，

現民主派勢力は１３４人となった。これにともない，来る行政長官選挙における曽

蔭権の無投票再選の可能性も取り沙汰されていたが，民主派が対抗馬を擁立する

ことが可能となり，民主派の公民党から梁家傑立法会議員を擁立することがほぼ

確実な情勢となった。公民党は２００６年３月，民主主義や直接選挙を支持する有識

者によって結党された新政党である。目下のところ，中国政府が香港の情勢を静

観しているのは，曽の再選を確実視していることに因るところが大きいといえよ

う。しかし，民主派の勢力はこれをひとつの契機として，香港市民の民主化運動

を進めていく構えを見せており，中国に対する新たな対立軸が形成されつつある。

台湾――台湾最大の野党国民党との接触

最近，中国政府は台湾企業の大陸投資の積極的な呼び込みを通じて，中国との

対話を拒否している民進党の陳水扁政権を孤立化させようとしている。その一環

として，２００６年４月１４～１５日，台湾最大野党の国民党名誉主席の連戦を招待して，

両岸経済貿易フォーラムを開催した。１６日には胡錦濤総書記が北京の人民大会堂
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で連主席と会談を行った。国共両党主席の会談上，胡総書記は「１つの中国」原則

を中台双方が認めた「１９９２年コンセンサス」を堅持することが，平和的な発展と共

栄を実現へと繋がると強調するとともに，中台間の経済協力関係の拡大を呼び掛

けた。

「１９９２年コンセンサス」について，中国側は未だこれに関する公式的な明言は避

けているが，当時の台湾政府関係者の説明によれば，１９９２年に中国と台湾の間で

対話が行われた際に「一個中国，各自表述」（中国は１つだが，その意味は各々が

解釈して表現する）という合意に達したことを指す。しかし，そもそも中台が同

コンセンサスの合意に達した時点から双方の定義が異なっていたものと見られる。

中国当局としてはむしろ時機を見て台湾を中華人民共和国に吸収することを望み，

また，台湾当局としては中国側主導の統一を避けたいのが実状である。このため，

友好ムードを最優先とする今回の国共両党主席の会談上では，定義の違いを浮き

彫りにすることは敢えて避け，同コンセンサスの重要性を確認することにとどめ

たのである。

国共両党主席の会談は言わばレームダック化が進む陳水扁政権下の与野党間の

抗争の渦中で実現した。だが，野党国民党が台湾内の総意を踏まえないままの状

態で中国との接触を継続すれば，将来的に中国側のペースで統一交渉が進む可能

性も出てくる。 （松本）

経 済

国家統計局は２００６年からGDP統計の発表方式を変更し，速報値（翌年初）・確

報値（翌年中期）・確定値（翌々年初）の３段階に分けて発表する方式を採用した。

速報値で９．９％とされていた２００５年の実質成長率は確報値では１０．２％，確定値で

は１０．４％と相次いで上方修正された。

２００６年の成長率は，速報値では１０．７％とされている。過去の例から見て，最終

的な確定値ではこれを上回る可能性が高い。２００１年以来すでに６年にわたって，

成長の加速局面が持続してきたことになる。これは改革初期の６年（１９７９～１９８４

年）に並ぶ記録であるが，２００１～２００６年の平均成長率は１０．０％と，過去のいずれ

の景気拡大期をも上回る高水準である。

２００６年に経済成長が引き続き加速したことは，前年末から当年初にかけての国

内外の予想を完全に裏切る結果となった。前年下半期には鉄鋼業・自動車産業な

「調和のとれた社会」実現への模索
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ど高投資業種で供給過剰が表面化し，収益の伸びが顕著に落ち込んでいたことか

ら，２００７年の成長率は９％台ないしそれ以下に低下するという見方が主流だった。

成長加速維持の最大の要因は，外需が予想を著しく上回る伸びを示したことと，

投資の伸び率がわずかな低下に留まったことにある。

投資主導の高成長の持続と対外不均衡の拡大を背景に，中国政府は２００６年を初

年度とする第１１次５カ年計画で，環境保護・社会保障にかかわる目標を経済目標

以上に強調するという大きな方針転換を行った。雇用創出に十分な成長を維持し

つつ社会環境の改善を進めるという政策課題は，党・政府にとり一層重要性を増

してきている。

第１１次５カ年計画（２００６～２０１０年）の始動

第１０次５カ年計画期（２００１～２００５年）に中国は，景気動向の大きな転換を経験し

た。１９９０年代末に事実上の景気後退に陥っていた経済は，２００１年を境に，不動産

部門，素材部門，自動車産業などを中心とする投資の急拡大に牽引され，再び成

長の加速軌道に乗った。期間中の平均成長率は，目標の７％を大きく超える９．５％

に達している。都市では世帯１人当たり可処分所得の平均伸び率が目標の２倍近

い９．６％を実現し，失業率や雇用創出，世帯１人当たり居住面積でも目標を超過

達成するなど，高度成長は生活水準の著しい向上という恩恵をもたらした。一方，

農村世帯１人当たり純所得の年平均伸び率は目標をわずかに上回る５．３％に留ま

り，都市・農村の格差拡大傾向に歯止めをかけることはできなかった。さらに主

要汚染物質排出量の削減や研究開発費の対GDP比率は目標に届かず，成長の

「質」を向上させるという政府の意図は十分実現されたとはいえない結果となった。

こうした経緯を反映して策定され，２００６年３月の全人代で採択された「国民経

済・社会発展第１１次５カ年計画要綱」（２００６年～２０１０年）は，従来の５カ年計画と

比較して，いくつかの注目すべき特徴を具えたものとなった。

第１に，中国語原語の従来の呼称である「計劃」が，「規劃」に改められたことで

ある。「規劃」は日本語の「構想」ないし「ビジョン」に近いニュアンスで用いられて

おり，５カ年計画がすでに計画経済の下での指令的な「計画」という性格を失って

いるという既成事実を反映したにすぎない（ここでは定訳に従い，単に「計画」と

訳している）。

第２に，経済にかかわる政策課題だけでなく，環境保護や社会保障など社会政

策にかかわる課題に重点を置いている。この傾向自体は第１０次計画を引き継いだ
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ものだが，第１１次計画では農村支援，社会保障，環境保護などを財政支出の優先

対象とすることを明文化した。さらに，５カ年計画では初めて，人口規模，単位

GDP当たりのエネルギー消費量削減，単位鉱工業付加価値当たりの水使用量削

減，都市基本年金加入者数，農村共同医療制度普及率などの社会政策関連の目標

を，法的拘束力のある「拘束的目標」（原語では「約束性目標」）として，それぞれの

関係省庁と地方政府にその達成を義務付けることを定めており，前回計画と比較

して社会政策にかかわる課題へのシフトを一層強めたといえる。

第３に，第１０次計画と比較して特定の課題・目標・プロジェクト等に関する記

述が増え，上記の「拘束的目標」の導入とあわせて，具体性・実効性を重視する性

格を強めている。この点は，第１０次計画が従前の計画と比較して大幅に簡素化さ

れてビジョン的な性格を強めたのとは対照的な変化として，注目に値する。なお

国務院は８月末，第１１次計画の「拘束的目標」と重点プロジェクト，および改革関

連の政策課題の推進に責任を負う省庁を明示し，「制約目標」の達成度を各地の地

方政府幹部の業績評価に反映させることを定める通知を発布した。

第１０次５カ年計画は，１９９８年の第１次行政改革で旧国家計画委員会が国家発展

計画委員会に改組され産業政策関連の権限が国家経済貿易委員会に移管されたこ

とで，５カ年計画の策定主体と産業政策の実施主体が分離するという状況の下で

策定された。その後２００３年に実施された第２次行政改革で国家経済貿易委は解体

され，産業政策関連の権限は国家発展改革委（発展計画委から改称）の手に戻った。

第１１次計画が前回計画と比較して具体性・実効性重視の性格を強めたのは，国家

発展改革委の権限の相対的な強化の表れであることは疑いない。

だがこのことは必ずしも，市場経済化に逆行する流れを意味するものではない。

第１１次計画の執行体制に関する規定では，市場経済の通念としての公共政策に政

府の重点を置くことが，従来にない明確な表現で強調されている。上に挙げた第

１１次計画の特徴は，市場経済に適応した役割限定型の政府という新たな理念が台

頭する一方で，経済・社会の発展の主導者としての政府の役割を重視する伝統的

な理念が依然として根強いという，現在の党・政府体制に内在する矛盾を反映し

たものであるといえよう。

マクロ経済の動き――高まる外需依存度

投資ブームが高潮期を迎えた２００３年以来，固定資本投資は対GDP比で４０％を

超える高水準を維持してはいるものの，伸び率はゆるやかに低下してきている。
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２００６年の固定資本投資は１０兆９８７０億元に達した（速報値）。ドル換算では約１兆

４０００億訐に相当し，すでに絶対額で日本を約４割上回る。だが伸び率では２４．０％

増（名目）と，前年比で２ポイ
ントの減速となった。都市部の地区別固定資本投資では，

中部地区が前年比３３．１％増と急拡大を維持しているほかは，東部地区が２０．６％，

西部地区が２５．９％と，それぞれ前年から３．４ポイントと４．７ポイントの低下を見た。

国家統計局は２００６年９月公刊の『中国統計年鑑』で，GDPの実質成長率に対す

る各需要項目（最終消費，資本形成，商品・サービスの純輸出）の寄与率の公式推

計を初めて公表した（寄与率＝各需要項目の増分÷GDPの増分）。同推計は２００１

年以降の成長加速が資本形成の急拡大に牽引されてきたことを裏付ける一方，資

本形成の寄与率が２００３年をピークに漸減しているという注目すべき傾向を明らか

にした。最終消費の寄与率は２００４年にいったん高まったが，２００５年には再び低下

した。同年に内需全体（＝最終消費＋資本形成）の寄与率が低下したにもかかわら

ず実質GDPの成長率が引き続き上昇したのは，外需（＝商品・サービスの純輸

出）が内需の減速を補って余りある高い伸びを示したためである。２００５年の外需

寄与率は２５．８％と，国内市場が低迷した１９９７年以来の高水準となっている。

２００６年には商品輸出の伸びはやや鈍ったものの，依然として輸入の伸びを大き

く上回り，貿易黒字は前年比６８．０％増の１７１５億訐に達した。国民経済統計の固定

資本投資伸び率が投資統計を大幅に下回るなど公式統計の信頼性に対する疑問は

残るものの，経済成長の外需への依存度が２００５年から２００６年にかけて一層高まっ

たことは，ほぼ確実と見てよいだろう。

引き締め政策をめぐるディレンマ

２００４年以降本格化した引き締め政策では，投資の伸びが突出して高い特定の業

種に的を絞った，行政手段による投融資の抑制が実施されてきた。その対象と

なってきたのは，鉄鋼・建材など素材関連と自動車を中心とする製造業部門，石

炭を中心とするエネルギー部門，そして不動産部門である。これらの重点規制業

種のなかでも自動車，鉄鋼，建材は，２００５年上半期前後から供給過剰が表面化し，

収益の大幅な低下に直面していた。

前年末には国家発展改革委を中心に投資抑制を再強化する政策が相次いで打ち

出されていたが，２００６年第１四半期には銀行新規貸出が年度目標の５０％を超え，

固定資本投資の伸びが前年同期を５ポイ
ント近く上回る２７．７％に達するなど，投資拡大

はさらに加速する傾向を示した。第２四半期にも拡大傾向は続き，新規貸出の年
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度目標は８月には速くも突破された。こうした事態に対応して政府は，行政手段

と金融政策の双方を総動員し，引き締めをさらに強化する姿勢を示した。

国務院は国家発展改革委の具申に基づき３月２０日に，鉄鋼，電解アルミ，自動

車，セメント，石炭，電力など１１業種を「生産能力過剰業種」に指定する通知を各

省庁・地方政府向けに発出し，これらの業種の新規プロジェクトを厳しく抑制す

ることと，現有能力の改造・再編を進めることを求めた。８月には国家発展改革

委・中国銀行業監督管理委員会など関連省庁が「新規着工プロジェクトの整理政

策に関する指針」を発表した。同「指針」では地方政府に対して，８月末を期限と

して上半期に着工した１億元以上の投資案件（鉄鋼，自動車，電力など重点規制

案件は３０００万元以上）に対する検査を行い，参入規制，土地認可，環境アセスメ

ントなどの規制に違反する案件については，工事中止など厳しい措置をとること

を指示した。これと平行して，投資の伸びが大きい地方・業種に対しては，中央

政府の派遣した調査チームによる重点検査が実施された。その結果８月中旬には，

内モンゴル自治区で多数の電力関連案件が規制違反として摘発され，自治区主席

と副主席２人が始末書の提出を命じられるという，異例の事態となった。また１１

月には，鉄鋼業の過剰投資問題で河北省政府を名指しで批判するという措置がと

られた。これらの措置は明らかに，中央の投資抑制政策に従うよりも地元の経済

振興で実績を挙げることに熱心な地方政府幹部に対する，一種の「見せしめ」とい

う意味を持つと見られる。

不動産部門に対する引き締め政策は，２００５年年央以降ややトーンダウンする傾

向にあったが（『アジア動向年報２００６』参照），大都市を中心に価格上昇が続き，イ

ンターネット上で一般市民による不買運動が提起されるなど社会問題化する様相

を呈したこともあって，再び規制強化の方向にシフトした。５月１７日には国務院

常務会議で，「不動産業の健全な発展を促す」ことを目的として，中低位価格水準

の住宅・エコノミー住宅（低所得者向けの優遇住宅）・低賃料の賃貸住宅の供給増，

租税・融資・土地供給等の手段による住宅需要の調整など６項目の政策を推進す

ることが決定された。この決定を受けて同月２９日には，建設部・国家発展改革委

などの連名による「住宅供給構造の見直しと住宅価格の安定化に関する意見」が国

務院により承認・通達された（「国務院１５カ条」）。「１５カ条」は，６月１日以降新た

に認可される住宅開発プロジェクトに対して，１戸当たり面積６０平方襷以下の住

宅を開発総面積の７０％以上とすることを義務づけるなど，業界関係者が「有史以

来最も（不動産業界に対する――引用者注）影響の大きい政策」と評価するほどの
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厳しい内容となった（『経済観察報』２００６年６月５日）。さらに政府は，投機的売買

抑制を目的に個人による不動産転売に対する営業税・所得税の徴収（５月，７月），

外資・外国人による不動産購入の規制（７月，９月），国有地使用権の売却にあ

たっての競争入札義務づけや最低価格基準の大幅引き上げ（２００７年より適用）など，

矢継ぎ早に不動産規制政策を打ち出した。２００４年以来の不動産投資への規制強化

を通じて，不動産価格の上昇率は２００４年末～２００５年初をピークに低下してきてい

る（図１）。だが不動産市場から流出した投機資金は株式市場に流入し，株価高騰

の一端を担っていると見られる（後述）。

一連の行政手段と平行して金融政策が頻繁に発動されたことも，２００６年の引き

締め政策の特徴である。第１に，預貸基準金利の引き上げである。４月２８日には

２００４年１０月以来１８カ月ぶりに貸出基準金利の引き上げが実施され，ベンチマーク

である１年貸出金利は５．８５％となった（預金金利は据え置き）。さらに８月１９日に

は預貸基準金利がいずれも０．２７ポイント引き上げられ，１年貸出金利は６．１２％，１年預

金金利は２．５２％となった。

しかし投資の高成長を支える最大の要因は，国内の過剰流動性の膨張により資

金コストが低下する一方で，高投資業種での収益が高止まりないし回復している

図１ 全国不動産価格指数の推移
（四半期，前年同期＝１００）

（出所） China Monthly Statistics 各月号より作成。
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ことにある。経常収支の黒字と外資流入により外貨準備は引き続き速いペースで

積み上がり，２月には日本を抜いて世界１位となった（年末時点で１兆６６３億訐）。

通貨当局は人民元の対ドル為替レートの急上昇を避けるためドル買い元売り操作

を続けざるをえず，市中に大量の通貨が供給されることになる。その結果，貯蓄

率の高さと相まって銀行部門には資金余剰が生じ，銀行は利ざや確保のために貸

出拡大を追求せざるをえない。

流動性膨張の抑制策として人民銀行は，５月，６月，７月，１２月の４回にわたっ

て合計３７００億元の手形売りオペを実施して余剰資金の吸収を図った（『BTMU（上

海）週報』２００７年２月１日）。上半期には国有商業銀行を中心とする貸出増加額の

多い銀行を対象に，利回りの低い中央銀行手形の割当発行を実施するという異例

の措置も採用した。さらに，７月５日，８月１５日，１１月１５日の３回にわたり預金

準備率を０．５ポイントずつ引き上げるなど（７．５％→８．０％→８．５％→９．０％），金融政策に

よる引き締め措置の実施は近年になく積極化した。最大の問題である人民元の対

ドル為替レートに関しては，通貨当局は段階的に変動幅の拡大と元高を容認する

政策を進めてきている。対ドルレートは５月１５日に８元の大台を突破したのち，

下半期には元高が加速して年末終値は７．８０８７元／訐に達し，年間で３．３％と年初

予想並みの元高が進んだ。ただこのペースでは過剰流動性膨張の抑制は困難であ

り，今後当局は一層の元高許容を迫られることは確実である。

高投資を支えるもうひとつの要因である投資の収益の高さには，実需とバブル

の並存という微妙な問題が含まれている。中国は都市化と重工業化を主題とする

構造変換期にさしかかっており，不動産，素材，自動車部門等に対して巨大な実

需が存在することは疑いない。その一方で，大都市の高級住宅，オフィス用不動

産の空室率は上昇しているとされ，不動産市場にバブル的要素が存在することも

ほぼ確実である。不動産はすでに投資需要の最大の構成要素となりつつあること

から，その動向は産業成長全体に波及する可能性が高い。その意味で目下の投資

主導型成長は，不確実性を孕んでいるといえる。

産業高度化への途

すでに述べたように，近年の素材部門・重工業部門の高投資は，中国の産業構

造の高度化が本格化しつつあるという事実を反映している。自動車の消費台数で

は中国は２００６年に日本を抜き，アメリカに次いで世界第２の市場となった。また

生産台数でもドイツを抜き，日本に次ぐ第３の生産国となった。新興民間企業の

「調和のとれた社会」実現への模索
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奇瑞，吉利が乗用車生産台数でそれぞれ国内４位と８位に浮上するなど健闘して

いる。両社とも海外市場への進出を積極化しており，奇瑞は米ダイムラークライ

スラーとの間で，小型車のODM（相手先ブランドによる受託設計・製造）供給を

中心とする提携を取り結ぶことで基本合意に達した。同社は伊フィアット社向け

にもエンジン供給契約を締結した。

自動車産業と密接な関連を有する鉄鋼業でも，高度化の動きが活発化している。

鉄鋼業投資の総量規制が行われるなかで，国内最大級の鉄鋼メーカー・鞍山鋼鉄

は，営口市臨海部の鮑魚圏で年産５００万覈クラスの鋼板プロジェクトを認可され

た。同プロジェクトでは独クルップと合弁で亜鉛メッキ鋼板表面処理工程を建設

し，フォード，BMW，GM向けに供給する予定である。ただ，自動車，鉄鋼と

も国内市場の競争激化と共に輸出が急増しており，貿易摩擦の新たな焦点として

浮上する懸念もある。

労働力コストの上昇や既存産業での過当競争などの新たな局面に対応し，党・

政府は技術力強化により自前の技術革新能力を育成することを，これまで以上に

重視する姿勢を示している。第１１次５カ年計画では，研究開発費の対GDP比を

２０１０年までに２％にまで引き上げることを目標に掲げた。２００６年の研究開発費は

前年比で２２％増加し，対GDPでは１．４％に上昇した（前年は１．３４％）。また，世

界知的所有権機関（WIPO）統計では中国企業による国際特許出願件数が前年比

５６．９％増となるなど（『日刊中国通信』２００７年２月２日），技術力向上に向けての動

きが現実化しつつある。

通商問題の新展開――対外不均衡是正への模索

２００６年１２月１１日，中国はWTO加盟５周年を迎え，加盟合意で規定した市場開

放の過渡期が終了した。この間，中国の貿易総額は３倍に成長し，世界貿易の拡

大に大きく貢献した。WTOの予測によれば，２００７年には中国はドイツを越え，

アメリカに次ぐ世界第２の貿易大国となる見込みとされる（『日本経済新聞』２００６

年１２月１０日）。また，自動車産業をはじめ市場開放による打撃が予想された産業

も，国内市場の拡大と外資の流入，そして地場企業の健闘など，全体として好成

績を挙げている（前項参照）。中国のWTO加盟は中国にとっても世界にとっても

積極的な変化をもたらした，という見方が国内外の主流であるといえるだろう。

だがこの５年間の市場開放を通じて，世界経済に占める中国の比重が格段に上昇

する一方，中国国内では外資のプレゼンスがさらに拡大するとともに，中国の通

２００６年の中国
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商政策・外資政策は転機を迎えようとしているように見える。

２００６年の貿易黒字は，伸び率では６８．３％増と前年（３１９％増）を大きく下回った

ものの，絶対額では１７１５億訐と日本の２倍強に相当し，世界第１位のドイツに肉

迫する水準に達した。中国にとり最大の出超相手国であるアメリカの対中貿易赤

字は，同国貿易赤字の３割に相当する２３２５億訐となり，５年連続で過去最高水準

を更新した（米商務省発表による）。またEUも中国からの輸入が対米輸入を超え

（『NIKKEI NET』２００７年１月２５日），対中貿易赤字は引き続き拡大した（中国側通

関統計で前年比３割増）。

輸出の高い伸びを背景に，米欧を中心とする海外との通商摩擦への対応は，引

き続き重要な政策課題となった。EUとの間では，前年の繊維品に続き革靴の輸

入をめぐって摩擦が表面化した。EUは欧州履物産業連盟の申請を受けた調査の

結果として３月２３日に，中国製（およびベトナム製）革靴に対して，１０月まで段階

的に最高１９．４％のアンチダンピング暫定課税を実施することを決定した。さらに

１０月５日には最終採決の結果，同７日より２年間にわたって１６．５％（ベトナム製

には１０．０％）のアンチダンピング課税を実施することを正式決定した。同案件は

EU成立以来，貿易額で見て最大のアンチダンピング案件と伝えられる（『財経』

２００６年１０月１６日）。ただしEU内でも主要生産国でありダンピング推進派である

イタリアやスペインなど南欧諸国と，主要消費国であるドイツ，イギリス，北欧

諸国などの間の対立のため，税率は当初提案の１９．４％を下回り，実施年限は５年

を２年に短縮するという妥協案となった。欧州市場で販売される革靴の４～５割

は中国からの輸入品であるとされ，流通業者団体や消費者団体は，アンチダンピ

ング課税は消費者の利益を損なうものと批判している（『通商弘報』２００６年１０月１６

日，『２１世紀経済報道』２００６年１２月２５日）。EUの最終裁定に対して中国側では，

商務部が遺憾の意を表明したほか，大手製靴メーカー４社が応訴で対抗すること

を決定した。

アメリカとの間では，両国経済閣僚が二国間の経済問題を包括的に協議する初

めての「米中戦略経済対話」が，１２月１４日，１５日に北京で開催された。米側からは

ポールソン財務長官をはじめ，バーナンキ連邦準備理事会議長，シュワブ通商代

表部代表，グティエレス商務長官ら８閣僚が訪中し，胡国家主席，温首相と会談

する本格的な対話となった。アメリカ側にとって対中貿易は最大の貿易赤字要因

であると同時に，中国は２００６年中に日本を上回る輸出市場となることが見込まれ

ており，中国市場での機会拡大は通商政策上の最重要課題となりつつある。また

「調和のとれた社会」実現への模索
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中間選挙で民主党が勝利したことで，対中通商政策で妥協的とみなされることは

政権にとり不利に働く懸念がある。このためアメリカ政府は，柔軟姿勢と強硬姿

勢を織り交ぜる形で対話に望んだ。従来から中国側の為替操作を理由に対中輸入

品に一律２７．５％の制裁関税を課すとする法案を提起しているシューマー，グラム

両上院議員に対しては，財務長官・大統領の直接の説得により，上院での法案提

出取り下げを実現した（９月）。また対話実施に先立つ９月の訪中でポールソン財

務長官は，対話姿勢を強調した。一方米通商代表部は，WTO加盟５年に関する

議会報告書で，中国の知的財産権・参入障壁問題に関する強い懸念を表明し，ま

たシュワブ代表は英『フィナンシャル・タイムズ』紙への寄稿で，対話後に中国の

改革が進まなければ通商摩擦の表面化を招くと警告するなど，強硬姿勢を示した

（『日本経済新聞』２００７年１２月１０日，１２日）。

対話で米側は人民元の為替相場の一層の切り上げと柔軟性の拡大を促し，また

知的財産権保護，農業・金融などの分野での開放推進を要求した。中国側はこれ

に対し努力を表明しつつ，具体的な約束を行うことを避けた。両国は２００７年５月

にワシントンで次回対話を行うことで合意し，閉幕時の共同声明では，世界経済

の不均衡解消のため協力していくことを宣言した。米政府側は人民元の大幅上昇

が対中貿易赤字の減少につながらないことを理解しており，人民元問題で中国側

に圧力をかけつつ，市場開放面で可能なかぎりの成果を引き出すことをねらって

いると見られる。

経常収支拡大と外貨準備の急増，それに起因する国内流動性の膨張に直面して

中国は，改革・開放政策開始以来一貫して掲げてきた輸出拡大最優先の対外政策

を大きく転換し，第１１次５カ年計画では国際収支の均衡を図る方針を明らかにし

た。政策当局も不均衡解消の手段として，為替レートの柔軟化と並び，輸入拡大

を正式な政策課題に格上げした。輸出促進政策の転換を象徴する動きとして，財

政部等関係省庁は９月１４日，「一部商品の輸出増値税（付加価値税）還付率調整およ

び加工貿易禁止類商品目録の増補に関する通知」を関係機関に通達した。同「通

知」では鋼材やセメント，非金属など素材類，および繊維製品，家具，プラス

チック品，木材製品，皮革製品など軽工業品類の輸出の増値税還付率を引き下げ

ることを定めた。同時に重要な設備や一部のハイテク品，農産物加工品などにつ

いては還付率を引き上げ，輸出の総量を抑制しつつ品目構成の高度化を図る方向

を打ち出した。

繊維・アパレルや雑貨など輸出への依存度が高い労働集約的な業種は，増値税

２００６年の中国
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還付率の引き下げに加え，賃金上昇，原材料価格高騰，人民元の上昇などによる

コスト上昇に悩まされている。このため珠江デルタなど輸出企業が集中する地域

では，輸出価格の引き上げを図る動きが表面化してきた。日本の対中輸入品平均

価格は２００５年１０月にプラスに転じて以来，２００６年６月まで９カ月間上昇傾向を示

している（『日本経済新聞』２００６年１０月３日）。だが激しい競争のため，コスト上昇

分をすべて輸出価格に転嫁することは困難であり，内陸地域などに生産拠点を移

転することで，コスト削減を図る動きも活発化している（『２１世紀経済報道』２００６

年３月１３日）。

過剰流動性と貿易摩擦への対策の一環として政府は，引き続き対外投資を促進

する姿勢を示している。４月には，当局の認可した金融機関に対して一定枠内で

海外証券市場に投資することを認める適格国内機関投資家制度（QDII）が正式に

発足した。発足後銀行８行とファンド管理会社１社に対してQDII 資格が認可さ

れ，１１月までに累計１３１億訐の投資枠が供与された。国内証券市場への海外機関

投資家の投資を認める適格海外機関投資家制度（QFII）と比べて，投資枠の拡大

ペースがきわめて速いという点が注目される（『経済観察報』２００６年８月２８日）。だ

が国内株式市場の株価急騰（後述）や人民元上昇などの要因のため，海外投資ファ

ンドの売れ行きは必ずしも良好ではないと伝えられる（『日刊中国通信』２００６年１１

月３０日）。

対外直接投資については，２００５年の投資額が初めて１００億訐の大台を超えて

１２２．６億訐に達したことが商務部・国家統計局の公報により明らかにされた。２００６

年には引き続き中国石油（CNPC），中国石化（SINOPEC），中国海上石油

（CNOOC）ら国有石油大手による海外油田・天然ガス田の買収や権利取得が大型

投資案件の中心となり，通年での直接投資実績は前年比３２％増の１６１億訐となっ

た（Wall Street Journal Asia，２００６年８月２３日／『日刊中国通信』２００７年１月１７日）。

商務部関係者は，今後１０年内に中国が対外直接投資大国になるとの見方を述べて

いる（『２１世紀経済報道』２００６年９月１３日）。

転機を迎えた外資政策

２００６年の海外からの直接投資受け入れ実績は６３０億訐，前年比５％の微増に留

まった。近年アメリカ，韓国，日本など主要投資国からの直接投資受け入れには，

すでに減少傾向が現れている（『日本経済新聞』２００６年１１月７日）。これはこれらの

国々で対中進出の可能性のある企業がほとんどすでに進出をすませ，対中投資の
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重点が新規投資から再投資に移ってきていることを反映しているものと見られる。

貿易政策の場合と同様に，直接投資受け入れ政策も大きな転機にさしかかりつ

つある。外資による大手中国企業買収案件が漸増するなか，買収を通じて外資が

中国市場で独占的・寡占的地位を獲得することを経済安全保障上の脅威とみなす

議論が高まってきた。３月の全国政治協商工作会議では，政治協商委員を務める

李徳水・国家統計局長（当時）が外資による特定業界支配に対して規制を整備する

ことを呼びかけた。外資警戒論の高まりのなかでひとつの焦点となったのが，米

投資会社カーライル・グループによる徐工機械買収をめぐる紛糾である。

徐工機械は江蘇省徐州市所在の国有大手建設機械メーカー・徐工集団の子会社

であり，同集団の事業資産の主体をなす。徐工集団は建設機械業界の競争激化の

ため徐工機械売却を決定し，２００５年１０月には米投資会社カーライル・グループに

保有株の８５％を売却することで合意していた。だが中央政府による審査の過程で，

国内有数の有力メーカーを外資に売却することの是非が問題となった。民営建設

機械メーカー・三一重工の向文波総裁は自己のブログ上で，カーライル社への売

却案を「徐工機械の企業価値過小評価」「外資による基幹産業支配」と批判した。こ

れをきっかけにインターネット上でも，買収案の正当性をめぐる討論が展開され

た。結局カーライル側が持株比率を５０％まで引き下げることで決着する見通しと

される。

徐工機械に続いて問題視されたのが，河南省洛陽市の国有大手ベアリングメー

カー・洛陽ベアリングの買収案件である。洛陽市政府は２００６年５月に独ベアリン

グ大手シェフロンに洛陽ベアリングの株式のマジョリティを売却することで基本

合意していたが，中国ベアリング工業協会，中国機械工業連合会など業界団体が

シェフロン社による買収に反対を表明し，国有・民営企業複数社が対抗買収案を

提示するに到った。

こうした動きを背景に政府は，外資導入を選別的に行い，産業政策上重要な産

業・企業を対象とする外資による買収を規制する姿勢を強めた。８月８日に商務

部は，「外国投資家の国内企業買収合併に関する暫定規定」を公布した。同規定は

株式交換による買収を認めるなど一部自由化を進める一方，重点産業の企業や著

名ブランドを有する企業の買収，安全保障にかかわる買収などについて商務部の

審査・認可を義務づけることとした。これは外資による国内企業買収に対する商

務部の認可権限を実質的に強化し，また手続きを複雑化するものと受け止められ

ている（『BTMU（上海）週報』２００６年８月１８日）。これに続いて１１月９日には，国
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家発展改革委が「第１１次外資利用５カ年計画」を公布した。同計画は外資導入の力

点を「量」から「質」へ転換するという原則を掲げたうえで，外資による重要業種の

買収による独占強化に対して，業種別参入規制の策定や反独占法の制定などの対

策を進めることを提唱している。

また，１９９３年の税制改革以来長年の課題であった企業所得税法の内外統一への

動きが，ようやく現実化に向かって動き始めた。改正法案は企業所得税率を内

資・外資の別なく２４％で統一すること，現存の外資に対しては５年間の移行期間

を設けることなどを骨子としており，２００７年３月の全人代で採択されることはほ

ぼ確実と見られる。

金融改革の進展と株式市場の活況

金融部門ではWTO加盟の際の合意に基づき，加盟５周年の１２月１１日をもって

外銀に対して人民元業務の完全開放が実施された。ただし銀監会は外資銀行管理

条例実施細則を公布し，個人向け人民元業務の取り扱いは，現地法人に転換した

外銀支店にのみ認めるとした（非転換の支店については高額定期預金の取り扱い

のみ許容）。これに対応して，邦銀２行を含む９行が支店の現地法人化を申請し

て受理された。

２００５年に香港上場を実現した中国建設銀行に続き，中国銀行は香港市場（６月

１日）と上海市場（７月５日）に上場，中国工商銀行は１０月２７日に香港・上海両市

場に同時上場を果たした。２００６年に世界株式市場は株式公開発行（IPO）による資

金調達額が史上最高（２１８０億訐）を記録したが，うち中国銀と中国工商銀はそれぞ

れ世界２位（１１２億訐）と１位（２２０億訐）の座を占め，相次いで世界の IPO過去最

高額を更新した。建設銀を含む国有３行の株価は上場後も急伸した。中国国有銀

行の上場成功は中国金融市場に対する期待感を示す一方，世界的な流動性過剰に

よるバブルの懸念も孕んでいる（『日本経済新聞』２００６年６月５日）。

株式市場では２００５年４月から始動した非流通株の流通株転換改革が進展

し，２００７年初時点で上場企業の９５％が改革を完了するか，すでに着手した（『日刊

中国通信』２００７年１月２３日，流通株転換政策については『アジア動向年報２００６』参

照）。改革の進展に伴い，前年４月に凍結されていた株式の新規発行が６月から

再開された。その後中国銀行，中国工商銀行など大型 IPOが相次いだことに加

え，不動産投機の規制強化により余剰資金が株式市場に流入し，前年から緩慢な

回復を示していた株価は年央から上昇テンポを速めた（図２）。年末から株価は本
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格的な高騰を開始し，１２月１４日には上海総合指数が２２４９．１１ポイントと，市場最高値を

更新した。年末までに上海・深�市場の時価総額合計は前年末の約２．８倍の８．９兆
元に急増した。

株価急騰に対しては，すでにバブルの存在は明らかで大幅な調整は必至とする

見方と，経済の好調を反映したもので上昇基調は不変とする見方がある。ただ，

株価の全般的上昇の下では，ファンドマネージャーは強気の投資姿勢をとらない

かぎり低業績と判断されるため，自己の判断にかかわらず株価上昇株を買い増し

せざるをえないというロックイン効果が存在するとの指摘（『中国証券報』２００７年

１月２３日）は，注目に値しよう。

政府・企業間関係の変革

大型国有企業を所轄する国務院国有資産監督管理委員会（国資委）は，前年に引

き続き国有企業の再編を積極的に推し進めた。１２月に国務院は，国資委が具申し

た「国有資本の調整と国有企業再編の推進に関する指針」を承認・通達した。同

「指針」は国有資本が過度に広範な領域に分布しているとしたうえで，今後国有資

本が集中すべき重要業種・分野として，国家の安全保障にかかわる業種，重要な

図２ 上海総合指数の推移
（２００６年１月～２００７年２月）

（注） 月により取引日数が異なるため，時間軸は等間隔ではないことに注意。
（出所）『上海証券取引所統計月報』各月版より作成。
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インフラ・鉱物資源開発・公共財部門，および基幹産業とハイテク産業に属する

重要企業を挙げた。国資委は今後具体的な業種・企業のリスト作成を急ぐことと

している。同時に国資委は，直轄する国有企業数を，再編・統合により２００８年ま

でに８０～１００社に絞り込むという目標を掲げた（２００６年末時点では１５９社）。同「指

針」の公布により，今後国有資本の再編・集中の加速が見込まれる。なお国有企

業の債権処理をめぐり十数年にわたり法案作成が紛糾していた破産法は，８月の

全人代常務委でようやく可決され，２００７年６月からの施行が決まった。懸案で

あった既往の国有企業の破産案件については，労働債権の弁済が優先されること

となった。

国資委主導の大型国有企業再編政策は，巨大な独占企業を生み出すことで，市

場競争の促進と民間企業奨励という政策と矛盾する可能性を含んでいる。「指針」

の発表後，「国有資本のコントロール保持」という発想が民間企業に対する参入規

制につながりかねないとの懸念が，民間企業の関連団体から表明されている（『２１

世紀経済報道』２００６年１２月２２日）。なお法案策定中の物権法では，国有資本の保護

に関する特殊規定を設けるかべきか否かで紛糾が続いていると伝えられる。

一方，民営化の受け皿となるべき民間企業の側でも，依然として経営の不安定

性を露呈する問題が続出した。上海では投資会社福禧ホールディングスによる高

速道路営業権買収をめぐる疑惑が，市党書記をはじめとする多数の市政府幹部の

汚職摘発につながった（「国内政治」の項参照）。また近年国有企業買収で活発な動

きを見せていた斯威特グループが債務危機に陥り，２００３年に買収していた無錫市

の家電メーカー・小天鵝を市政府に売り戻すという事態が生じた。

農村・農民問題にかかわる動き

党・政府は２００５年から社会主義新農村建設」をスローガンに掲げ，農村・農民

の所得・福利水準の向上をさらに重視する姿勢を打ち出してきた。第１１次５カ年

計画でも「新農村建設」は重要課題のひとつに掲げられている。都市・農村の格差

縮小は社会的安定の維持という政治的意義だけでなく，消費需要の拡大によって，

投資需要・外需依存の成長スタイルを是正するという経済政策上の意義も大きい。

２００６年の農村世帯１人当たり所得は実質７．４％と，過去１０年で最高の伸びを記

録した（国家統計局速報値）。だが農業所得の伸びは３．６％に過ぎず，所得増の大

部分は，出稼ぎ所得を中心とする賃金所得の増加による。賃金所得はすでに農村

世帯所得の４割近くを占めており，国務院発展研究センターの調査によれば，農

「調和のとれた社会」実現への模索

１４０



村労働力の４分の１が出稼ぎで就労しているとされる（『日刊中国通信』２００７年１

月３０日）。近年の労働力不足に対応して，２００６年には各地で最低賃金の大幅な引

き上げが行われた。沿海部を中心とする賃金水準の上昇は，農村世帯に目に見え

る利益をもたらしてきている可能性がある。

一方，近年推進されてきた農村租税改革の総仕上げとして，農業税が２００６年１

月１日をもって撤廃された。だが農業税廃止による負担軽減は，農村租税改革開

始前の１９９９年と比較して，農村世帯１人当たり１４０元にすぎない。他方，農業税

廃止に伴って実施されるはずの上級財政による補填は，必ずしも円滑に行われて

いないと見られ，郷鎮行政が歳入減により機能不全に陥る例が報告されている

（『２１世紀経済報道』２００６年２月２２日）。

年末に行われた中央農村工作会議・全国財政工作会議で党・政府は，引き続き

「社会主義新農村建設」のスローガンの下に，農村支援に重点的な財政投入を行う

方針を示している。だが農民の低所得問題の根本的解決のためには，都市への人

口移動の環境整備が不可欠であることは明らかである。農村支援を強調する党・

政府の姿勢には，社会的摩擦への懸念から，都市への急速な人口流入をできるだ

け回避したいという本音が反映されているといえる。

日中経済関係

安倍首相の就任後の外交関係改善とともに，日中経済にかかわる政治リスクは

当面減少したといえる（「対外関係」の項参照）。日中の貿易総額は前年比１２．５％増

と，引き続き中国の貿易総額の伸びを大きく下回る水準となった。これは在中日

系企業の部材の現地調達化が一層進展したことにより，日中間の産業内貿易の伸

びが鈍ってきたことを反映している可能性が高い。１２月９日にフィリピンで開催

された日中韓経済担当省会合では，中国は日韓両国に対し，日中韓自由貿易協定

（FTA）締結を提案した。これに対して日本側は知的財産権保護などの制度整備

を優先するよう要請するなど，慎重な態度をとった。なお，投資協定に関しては

正式に交渉入りすることで３カ国が合意に達した（『日本経済新聞』２００６年１２月９

日夕刊）。 （今井）

対 外 関 係

近年，中国は大国としての自信を急速に深めつつある。中国政府直属の研究機
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関である中国社会科学院の『２００６年世界政治と安全報告』は，世界の主要国の軍事

力，国内総生産（GDP），外交力，技術力，エネルギー力といった幾つかの項目

を数値化して評価した。それによれば，中国の総合国力は世界第６位（１位アメ

リカ，２位イギリス，３位ロシア，４位フランス，５位ドイツ）であり，７位の

日本を上回るものであると分析した。

このような中国の大国としての自覚を背景として，最近，胡錦濤政権は「平和

的発展」の道を堅持して，善隣友好の外交政策を展開すると謳っている。特に，

中国は多国間協調外交に注力しており，朝鮮民主主義人民共和国（北朝鮮）の核問

題をめぐる６カ国協議をはじめとして，上海協力機構（SCO），東南アジア諸国連

合（ASEAN）との協力，アフリカとの関係強化等に努めてきた。多国間外交の場

では，中国が責任ある立場にあるがゆえの難しい舵取りが必要とされる局面が増

えている一方で，多国間協力を通じて，中国の高度成長を支えるエネルギー資源

の確保を図るといった実利的な一面も垣間見える。

北朝鮮の核問題をめぐる６カ国協議と中国

北朝鮮が６カ国協議の再開を拒否し続けたため，同協議は２００５年１１月の第５回

会合以降は事実上休眠状態に入った。２００６年７月５日，北朝鮮が「テポドン２号」

をはじめとする弾道ミサイル７発を発射したため事態はさらに悪化した。ミサイ

ル発射の直前，北朝鮮が発射準備の燃料注入を完了した可能性があることが判明

して以来，中国は北朝鮮に対する発射の中止や６カ国協議再開を呼び掛けてきた。

それにもかかわらず，北朝鮮がミサイル発射を決行したひとつの大きな原因に

は，２００５年秋以降アメリカが科している金融制裁に対する北朝鮮の強い反発があ

ると見られる。これに対して，７月１５日，国連安全保障理事会は北朝鮮のミサイ

ル発射への非難決議を全会一致で採択した。なお，当初日本側によって提出され

た決議案は，金融制裁や軍事行動等を規定した国連憲章第７章に基づくもので

あったが，中国とロシアの反対によってすべて削除された。

８月，北朝鮮が地下核実験を行う準備をしている兆候があるという観測が米メ

ディア等から流れるなかで，１０月３日には北朝鮮外務省が核実験予告の声明を出

した。１０月６日，国連安保理は北朝鮮に対する警告の議長声明を出して，核実験

の実施が「国際社会の平和と安全への明白な脅威」であるとして制裁発動の可能性

を示唆する強いシグナルを送った。ただし，中国とロシアはあくまでも国連の場

ではなく，６カ国協議での解決を望んだため，国連憲章第７章の文言が直接的に
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盛り込まれることは避けられた。北朝鮮の核実験予告はあくまでもアメリカを米

朝二国間交渉へ促すための揺さぶりであるといった憶測も国際社会の一部に流れ

るなかで，１０月９日には北朝鮮が核実験を強行した。１０月１４日，国連安保理は北

朝鮮に対する制裁決議を全会一致で採択した。制裁決議の採択をめぐる最大の焦

点は，国連憲章第７章をどのように扱うかという問題であった。中国は軍事行動

を含む第７章の４２条を退け，非軍事的制裁を含む４１条に基づく措置に限定すべき

であると主張した。このような中国の主張の根底には，過去にアメリカが安保理

決議案を根拠としてイラク戦争に踏み切ったことに対する不信感もあると見られ

る。だが，国際社会から北朝鮮擁護に対する批判の声が上がるなかで，中国は，

大量破壊兵器関連物資の移転阻止に向けた船舶の貨物検査や金融制裁をはじめと

する幅広い非軍事的な制裁措置を盛り込むことで最終的に同意した。

北朝鮮包囲網が形成されるなかで，にわかに中国，北朝鮮，アメリカの三国間

の外交が活発化した。１０月１９日，胡錦濤国家主席の特使として唐家�国務委員が
平壌を訪問して，金正日総書記との会談で核再実験の自制と６カ国協議の再開を

強く呼び掛けた。その後の米中間の調整を経て，１０月３１日，中国，北朝鮮，アメ

リカの非公式協議が北京で開催され，年内に６カ国協議を再開することで合意し

た。１２月１８日，６カ国協議が１３カ月ぶりに北京で再開された。同協議の枠内で金

融制裁に関する専門会合も並行開催された。中国は，盧朝鮮半島の非核化，盪経

済・エネルギー支援，蘯米朝関係正常化，盻日朝関係正常化，眈北東アジア地域

の安全保障協力，という５つの作業部会設置を提案した。しかし，北朝鮮が核保

有国の立場を全面に掲げ，アメリカの金融制裁解除が核議論を行う前提であると

譲らなかったため，実質的な核交渉に入ることができず，１２月２２日休会となった。

６カ国協議は具体的な成果を得られず，次回の日程も決められないままに，２００７

年へと持ち越されることになった。

日中関係

近年の日中関係は「政冷経熱」から「政冷経涼」へと傾斜しているのではないかと

いう国内外の懸念をよそに，２００６年８月１５日の終戦記念日に小泉純一郎首相は靖

国神社参拝を断行した。同日，中国外交部は「日本軍国主義による侵略戦争の被

害国人民の感情を深く傷つけ，中日関係の政治的基礎を破壊する行為に強く抗議

する」との声明を発表した。

小泉首相の靖国神社参拝によって日中関係のさらなる悪化も一時は危ぶまれた
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ものの，これに対する中国側の対応はむしろ冷静なものであったといえよう。中

国側は２００６年９月の自民党総裁選挙を見据えて，ポスト小泉の候補者との友好関

係の構築によって，日中関係悪化の軌道修正を図ろうとしたのである。また，こ

れに呼応するかたちで，安倍晋三首相は新政権発足直後，初めての外国訪問先に

中国を選んだ。１０月３日，安倍首相が「村山談話」を引用して「日本は植民地支配

と侵略で，多くの国々とりわけアジア諸国の人々に多大な損害と苦痛を与えた」

と述べた，と新華社が大きく報道した５日後，安倍首相が中国を公式訪問した。

中国では今回の安倍訪中は「氷を打ち砕く旅」と報じられた。中国政府は，中共第

１６期中央委員会第６回全体会議の会期直前という多忙な政治的スケジュールにも

かかわらず，安倍首相の訪中を歓迎したのである。

１０月８日，安倍首相は胡国家主席や温首相らと相次いで会談を行った。日中首

脳会談は２００５年４月以来途絶えており，１年半ぶりの開催となった。日中首脳会

談では，中国側の靖国神社参拝の自粛の求めに応じて，安倍首相は将来の参拝の

有無については明言しなかったものの，政治的に困難な状況を克服するために適

切に対処する旨を伝えた。また，北朝鮮の核実験の実施予告に関して，日中双方

「調和のとれた社会」実現への模索
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が深い憂慮を示し，中国側が引き続き北朝鮮に対して６カ国協議復帰の説得を行

うとともに，拉致問題も含めて６カ国協議の枠組みなどを通じて協力していくこ

とで合意した。さらに，今後，日中両国の共通の利益を追求する「戦略的互恵関

係」を構築していくことでも合意した。日中首脳会談では日中歴史共同研究を開

始することが決定された。これを受けて１１月のアジア太平洋経済協力会議

（APEC）の場で，両国の外相によって「歴史に対する客観的認識を深めることに

よって相互理解の増進を図る」ための共同研究を年内に発足させることが確認さ

れた。１２月末には第１回の日中歴史共同研究会合が北京で開催された。目下のと

ころ，安倍訪中を機に日中関係はにわかに好転の兆しを見せている。これに関し

て，中国外交部は日中首脳会談の成果について「中日関係を改善し，発展させる

ための希望の窓が開かれた」と表明した。いずれにせよ，中国側としては，２００７

年の統一地方選挙や参議院選挙を見据えて，安倍政権の行方を静観しているのが

実状といえよう。

米中関係

中国に対する関与政策の延長線上にある「責任あるステークホルダー（利害共有

者）」（responsible stakeholder）というキーワードは，初めてこれを公式的に使っ

たゼーリック米国務副長官が２００６年６月に辞任した後も，アメリカの対中国政策

の基調のひとつとして継承されつつある。このキーワードは，目覚ましい成長を

続ける中国が「責任ある大国」として，経済協力や安全保障といった幅広い分野に

おける国際関係の秩序形成に積極的にかかわっていくべきである，というアメリ

カ側の期待感を表している。また，これに呼応するかのように，近年，中国は

「平和的発展」路線を打ち出し，大国としての平和的な発展を目指し，周辺環境の

安定を図るという大義名分のもとで，多国間協調外交を積極的に展開している。

４月２０日，訪米した胡錦濤国家主席はブッシュ大統領と首脳会談を実施した。

米中両国は会談上，盧双方が「責任あるステークホルダー」として多くの戦略的な

利益を共有しており，建設的なパートナーを目指すこと，盪６カ国協議やイラン

の核問題で協力を進めていくこと，蘯アメリカからの人民元上昇の要望に対して，

中国は人民元の為替制度改革を継続して，市場開放や輸入拡大，知的財産権の保

護を進めていくこと，盻「１つの中国」政策を堅持して，平和的な中台統一を目指

すこと等を確認した。さらに，７月のサンクトペテルブルグでの主要国首脳会議

（Ｇ８）や，１１月のハノイでのAPECの機会にも米中首脳会談が実施され，米中

２００６年の中国
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両国の首脳外交が順調に進んでいることを内外に印象づけた。

しかし，アメリカ側は必ずしも中国に対する警戒感を解いたわけではない。例

えば，２００６年２月，アメリカ国防総省が発表した「４年ごとの国防政策の見直し」

報告（QDR）は，中国が「アメリカと軍事的競争をする最大の潜在力を持つ国であ

る」として，アメリカが軍事的な優位性を保つための対策を取るべきであると主

張した。また，５月に国防総省が発行した２００６年度版「中国の軍事力に関する年

次報告書」は，中国が「アジアで最大の軍事大国」で，その「軍事力拡大は既に地域

の軍事バランスを危険な状態に陥れている」と分析するとともに，中国との間に

領土・領海，海洋資源問題等を抱える日本や東南アジア地域との緊張が拡大する

であろうという予測を示した。さらに，中国が米国全土を射程距離に入れる移動

式弾道ミサイルの開発によって，既にアメリカに対する核攻撃能力を保有してい

ることや，台湾向けの短距離弾道ミサイルの配備が年平均１００基のペースで増強

され，既に７００基以上が配備済みであること等が指摘された。それとともに，将

来，EUが対中国武器禁輸措置を解除すれば，地域の軍事バランスは崩壊して，

兵器や軍事技術の大規模な拡散が起こる可能性があると警鐘を鳴らした。近年，

中国はEU諸国に対して武器禁輸措置の解除を積極的に働き掛けてきており，EU

の一部の国のなかにはこれに前向きに応じる姿勢が見られるのも事実である。し

かし，２００６年１２月に開催されたEU外相理事会では，中国が依然として人権問題

の懸念を抱え，著しい進展が見られないことを理由に，武器禁輸措置の解除を当

面見合わせる方針が決定された。

ただし，上述のような中国に対する懸念とはうらはらに，アメリカの一部の企

業が，中国当局の言論統制に加担する動きも見せている。２００６年２月，アメリカ

議会下院公聴会でもこの問題が大きく扱われ，アメリカの大手ネット企業のマイ

クロソフト社やグーグル社が，中国当局のインターネット検閲の協力を条件とし

て中国市場へ進出していることに厳しい批判の声が挙がった。このようなアメリ

カ議会を中心とするアメリカの国民世論の動きは，今後の米中摩擦の火種になる

可能性も出てきた。

中国と上海協力機構

中国，ロシア，中央アジア４カ国（カザフスタン，キルギスタン，タジキスタ

ン，ウズベキスタン）の正式加盟国６カ国から成る上海協力機構（SCO）は２００６年

に創設５周年を迎えた。近年，オブザーバー国としてモンゴル，イラン，パキス

「調和のとれた社会」実現への模索
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タンが，ゲスト国としてアフガニスタンが参加している。６月１５日，創設５周年

を記念して第６回 SCO首脳会議が上海で開催された。とりわけ今回は，アメリ

カによって「テロ支援国家」と見做され，かつ核開発疑惑問題を抱えるとともに，

エネルギー資源大国でもあるイランの参加に大きな注目が集まった。同会議では，

地域の安全保障，経済協力，資源エネルギー問題等に焦点が当てられ，SCOに

おける協力と連携を謳った５周年の共同宣言が採択され「文化や伝統，政治体制

や価値観などの違いを内政干渉の口実にしてはならない」「国際的な大量破壊兵器

不拡散の枠組み強化に今後も貢献する」といった趣旨の文言が盛り込まれた。

胡錦濤国家主席は同会議で演説を行い，中国が SCOにおける活動を通じて善

隣友好に努め，平和的発展の道を歩むことを謳い上げた。SCO創設以来，中国

はロシアとともに同枠組みの主要プレーヤーの役割を果たしてきた。目下のとこ

ろ，中国にとって，SCO加盟国との連携によって，新疆ウイグル自治区やチ

ベット自治区とも国境を接する中央アジア地域のイスラム過激派を取り締まるこ

とは，引き続き重要な課題である。また，９・１１同時多発テロ後，アメリカはア

フガニスタンと隣接する中央アジア諸国において米軍を駐留させているが，中国

は必ずしもこれをよしとしてはいない。この点において中国とロシアの両国の利

害は一致している。既に２００５年７月の SCO共同宣言のなかにキルギスタンやウ

ズベキスタンに駐留する米軍の撤退を促す要求案が盛り込まれるとともに，同年

８月には中国とロシアが初の大規模な合同軍事演習を実施した。ここでも SCO

の枠組みを通じたアメリカとの対立の構図が浮き彫りになりつつある。

さらに，中国は，エネルギー資源確保の狙いから，SCOの枠組みを通じて，

将来のエネルギー供給源となり得る中央アジア諸国との接近を積極的に図ってい

る。中国は目覚しい経済成長によってエネルギー不足問題に直面しつつあるなか

で，膨大な石油や天然ガスが埋蔵されている中央アジア，カスピ海地域に大きな

関心を寄せているのである。このような中国の動きに対して，近年，エネルギー

輸出大国としての自信を深め，資源供給先の多角化を目指しているロシアが，少

なからず警戒感を強めているのも事実である。

中国の対アフリカ外交攻勢

中国はアフリカ諸国との関係強化のための外交攻勢を強めている。近年，中国

はアフリカの最貧国３０数カ国を対象とした大規模な債務免除の実施や，国連平和

維持活動の展開等によって，アフリカ諸国との友好関係の強化を図ってきた。そ

２００６年の中国
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こには，石油資源の確保，国連における発言力強化，台湾問題対策といった中国

側の意図が見え隠れしている。

２００６年１月１２日，中国外交部は「中国のアフリカ政策」と題する，中国のアフリ

カに対する外交政策の基本方針を示した初の文書を発表して，中国とアフリカ諸

国が全方位的協力を強化していくことを打ち出した。同文書には，中国とアフリ

カ諸国が国連の役割と機能を強化することを支持すると謳われている。これに関

していえば，国連の場で一大「票田」であるアフリカ諸国を取り込み，中国が自ら

の発言力を強化しようとしているのではないかという憶測もある。確かに，一昨

年（２００５年）に日本の国連安保理常任理事国入りが挫折した際には，中国のアジア

やアフリカ諸国への反対の働きかけが多少なりとも作用したといわれている。さ

らに，同文書には，中国がアフリカ諸国に対する軍事協力，人材育成，文化交流，

医療支援等を進めていくことや，将来，自由貿易協定（FTA）調印や，投資，資

源の共同開発，市場進出を進めていくことを目指すこと等も盛り込まれた。

１１月１日，「中国・アフリカ協力フォーラム・北京サミット」が北京で開幕した。

アフリカ５３カ国のうち，中国と外交関係を持つ４８カ国の首脳が一堂に会し，アフ

リカからの参加者は３０００人を越えた。胡錦濤国家主席は開幕式で「中国とアフリ

カの新しい戦略的関係の発展に向けて協力分野や範囲を拡大する」と強調した。

同サミットを通じて中国は，アフリカに対する大規模な借款や援助の拡大や債務

免除等を次々と打ち出した。

中国のアフリカ接近は国際社会にも多くの波紋を投げかけている。例えば，い

まや中国は原油純輸入大国へと転じて，石油の総輸入量の約３割をアフリカから

獲得している現実からすれば，アフリカへの接近は石油の安定的確保が目的では

ないかという見方もある。また，中国の「内政不干渉」原則のもとでのアフリカ諸

国への接近は，結果的にはアフリカの人権抑圧国家をも助長するのではないかと

いう批判の声が主に欧米から上がってきている。さらに，８月のアフリカのチャ

ドと中国の国交正常化に伴い，台湾が断交へ追い込まれたように，従来，台湾と

の友好国が比較的多いアフリカ地域における台湾の孤立化を図ろうという側面も

あると見られる。 （松本）

２００７年の課題

胡錦濤政権は，既に地方レベルの人事異動を積極的に進めつつあるなかで，

２００７年秋の第１７回党大会において党中央の人事を刷新すると見られる。その際，

「調和のとれた社会」実現への模索
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「上海閥」の勢力を最小限に抑えつつも，できる限り多くの胡の側近を登用するこ

とができるか否かが今後の政権の安定的運営のための大きな課題となる。しかし，

最近，政権安定のために言論統制を強めていることが民衆の不満の声を募らせ，

かえって社会の不安定要因となる可能性もある。

対外関係では，２００８年夏の北京オリンピックの開催を目前に控えて，大国とし

ての真の平和的な発展を目指すことが求められている。引き続き，国際社会にお

ける「中国脅威論」の高まりを抑えつつ，再始動しつつある６カ国協議の難局にお

いて外交的手腕を十分に発揮することができるかが注目を集めている。その意味

において，中国が進めてきた多国間協調外交の真価が試されているといえそうだ。

経済では２００６年にも高度成長が維持されたことで，世界経済のなかでの中国の

プレゼンスはますます高まってきている。重工業化や技術力強化など，産業高度

化に向けた動きも具体化してきた。だが対外不均衡の拡大，環境問題・資源問題

の深刻化，地域間・階層間格差の是正など，対外経済関係や国内社会政策をめぐ

る矛盾は少なくない。政府は今後人民元の対ドル為替レートの上昇幅をさらに拡

大し，輸入促進と黒字の対外環流によって対外不均衡の是正に努めつつ，高度成

長の成果を社会問題の解決に活用していく途を模索することを迫られることにな

るだろう。

（松本：地域研究センター）

（今井：地域研究センター）
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１月１日蜷農業税全廃。

５日蜷中共中央規律検査委員会第６回全体

会議開催（～６日）。胡錦濤総書記が重要講話。

９日蜷東シナ海の天然資源開発問題をめぐ

る日中政府間局長級非公式協議開催。

１０日蜷金正日朝鮮労働党総書記来訪（～１８

日）。胡総書記，温家宝首相と会談。

１２日蜷中共中央・国務院，「文化体制改革を

深めることに関する若干の意見」を発表した

ことが判明。

２２日蜷サウジアラビアのアブドッラー国王

来訪。エネルギー協力に関する議定書に調印。

２３日蜷ゼーリック米国務副長官来訪（～２５

日）。温首相，李肇星外交部長と会談。

２４日蜷中国共産主義青年団中央宣伝部，『冰

点周刊』を停刊処分。

２月６日蜷文化大革命時の「四人組」の１人，

姚文元が死去。享年７４歳。

１４日蜷中央党校で新しい農村建設に関する

特別セミナー開講式開催。胡総書記，温首相

が重要講話。

３月１日蜷停刊中の『冰点周刊』が復刊。

３日蜷中国人民政治協商会議第１０期全国委

員会第４回会議開催（～１３日）。

４日蜷胡総書記，政協民連，民進聯組に参

加。「社会主義栄辱観」を提起。

５日蜷第１０期全国人代第４回会議開催（～

１４日）。第１１次５カ年計画要綱承認。

６日蜷東シナ海の天然資源開発問題をめぐ

る日中局長級協議開催（北京，～７日）。

１７日蜷温首相，山西省の農村を視察。

１９日蜷「解放軍司令部条例」１０年ぶりに公布。

２０日蜷国務院，「生産能力過剰産業の構造調

整促進加速に関する通知」発出。

２１日蜷プーチン・ロシア大統領来訪（～２２

日）。胡錦濤国家主席と会談，中ロ共同声明

に調印。

２７日蜷国務院，「出稼ぎ農民問題の解決に関

する国務院の若干の意見」発表。

３１日蜷橋本龍太郎元首相来訪。胡国家主席

と会談。胡国家主席，「日本の指導者が靖国神

社への参拝を止めれば会談する」と発言。

４月１日蜷温首相，オーストラリア，フィ

ジー，ニュージーランド，カンボジアを訪問

（～８日）。第１回中国・太平洋島嶼国経済発

展協力フォーラム閣僚級会議の開催式に出席。

３日蜷温首相，ハワード豪首相と会談，原

子力原料移転協定，原子力協力協定に調印。

４日蜷曹剛川国防部長，北朝鮮，ベトナム，

マレーシア，シンガポール，韓国を訪問。北

朝鮮で金永南最高人民会議常任委委員長と会

談。

１３日蜷連戦中国国民党名誉主席来訪（～２５

日）。両岸経済貿易フォーラムに出席し，胡

総書記と会談。

１８日蜷胡国家主席，アメリカを訪問。ブッ

シュ大統領，チェイニー副大統領と会談。

２２日蜷胡国家主席，サウジアラビア，モ

ロッコ，ナイジェリア，ケニアを訪問（～２９

日）。

２２日蜷ボアオ・アジアフォーラム２００６年年

次総会開催（～２３日）。

２６日蜷上海協力機構（SCO）国防相会議，北

京で開催。合同軍事演習実施に関する共同コ

ミュニケに調印。

２７日蜷第１回 中 国・石 油 輸 出 国 機 構

（OPEC）エネルギー円卓会議開催。

蜷胡総書記の特使として唐家�国務委員が
北朝鮮を極秘訪問（～２８日）。金正日総書記と

６カ国協議復帰について会談。

蜷人民銀行，貸出基準金利引き上げを発表

（１年ものを０．２７ポイント引き上げ５．８５％に）。

重要日誌 中 国 ２００６年
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５月２日蜷国連安保理常任理事国５カ国とド

イツがイランの核問題をめぐりパリで会議を

開催（８日に６カ国外相会合）。

７日蜷日中総合政策対話，北京で実施（～

９日）。

９日蜷共産党員先進性保持教育活動・党先

進性理論セミナー開催。

蜷中国，国連人権理事会の理事国に選出さ

れる。

１５日蜷SCO外相会議，上海で開催。

１９日蜷アナン国連事務総長来訪（～２３日）。

胡国家主席と会談。

２１日蜷全国県委書記・県長，「社会主義新農

村の建設」についての講習会開催（～２８日）。

蜷ドイツのメルケル首相来訪（～２３日）。胡

国家主席，温首相と会談。

２４日蜷６カ国協議米代表ヒル国務次官補来

訪（～２５日）。武大偉外交部副部長と協議。

２５日蜷人民元対米ドル相場，８元台を突破。

３０日蜷白南淳北朝鮮外相来訪（～６月６日），

温首相，李肇星外交部長と会談。黄海での石

油資源共同開発協定に調印。

６月１日蜷陝西省人代，代理省長に袁純清を

選出。

６日蜷日本政府，延期中の２００６年度対中国

円借款７４０億円の供与を決定。

７日蜷国務院常務会議が独占禁止法草案を

原則可決。

１０日蜷胡国家主席，宮本駐中国大使の信任

状受理に際し，将来の訪日の可能性を明言。

１１日蜷北京市人代常務委，劉志華副市長を

解任。

１３日蜷国務院，新規投資抑制に関する国家

発展改革委等の意見を承認，公布。

蜷人民銀，銀行融資の窓口規制実施。

１５日蜷国務院「応急管理工作の全面強化に

関する国務院の若干の意見」発表。

蜷SCO第６回首脳会議，上海で開催。

１６日蜷胡国家主席，カザフスタンを訪問

（～１７日）。

１７日蜷温首相，エジプト，ガーナ，コンゴ，

アンゴラ，南アフリカ，タンザニア，ウガン

ダを訪問（～２４日）。

２７日蜷賈慶林全国政協主席，香港訪問，

CEPA締結３周年の記念フォーラム出席。

２９日蜷中共中央，広西チワン族自治区党委

書記に劉奇葆を任命。

蜷全人代常務委で改正義務教育法可決。

３０日蜷中国共産党創立８５周年祝賀，共産党

員先進性保持教育活動総括大会開催，胡総書

記が重要演説。

７月１日蜷胡総書記，青蔵鉄道の開通祝賀大

会に出席し，重要講話。

３日蜷中共中央，甘粛省委書記に陸浩を任

命。

５日蜷外交部，北朝鮮によるミサイル発射

に対して自制を呼び掛ける。

６日蜷胡国家主席，ブッシュ米大統領と電

話会談。

蜷モンテネグロと国交樹立。

１０日蜷全国統一戦線工作会議が北京で開催

（～１２日）。胡総書記が重要演説。

蜷回良玉副首相が北朝鮮を訪問（～１５日）。

中朝友好相互援助条約締結４５周年記念の祝賀

会に参加。

１２日蜷国連安全保障理事会，北朝鮮のミサ

イル発射問題に関する決議を中国含む１５理事

国の全会一致で採択。

１６日蜷胡国家主席，Ｇ８出席のためロシア

を訪問，ブッシュ米大統領と会談。翌日は

プーチン・ロシア大統領，シラク仏大統領，

プロディ伊首相と会談。中ロ印３カ国首脳会

議に出席。

１９日蜷貴州省人代，代理省長に林樹森を選

中 国
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出。

８月１日蜷国家発展改革委等，「新規着工投資

案件の整頓に関する指導意見」発出。

６日蜷チャドと国交樹立。

９日蜷『江沢民文選』第１～３巻が発行。

１５日蜷外交部，小泉首相の靖国神社参拝に

対して抗議の声明を発表。

１８日蜷人民銀行，預金と貸出基準金利の

０．２７ポイント引き上げを発表。１年定期２．５２％，１

年もの貸出６．１２％に。

２１日蜷中共中央外事工作会議開催。胡総書

記，温首相が重要講話。

蜷人民銀行，預金準備率０．５ポイント引き上げ発

表。

２２日蜷第１０期全人代常務委第２３回会議開催

（～２７日）。企業破産法可決。

２４日蜷公安部，カザフスタンと合同で反テ

ロ合同演習「天山１号２００６」実施（～２６日）。

２５日蜷外交部，台湾の胡鎮埔陸軍司令官の

訪日について日本政府に抗議。

９月１日蜷国務院全国農村総合改革工作会議

（～２日）。温首相が重要講話。

７日蜷国務院，全国農民工工作座談会を開

催（～８日）。

９日蜷温首相，中国・EU首脳会議出席の

ためフィンランドを訪問。EU側，対中武器

禁輸措置の解除に向け努力すると表明。

１０日蜷温首相，アジア欧州会合（ASEM）に

出席。

蜷初の米中海軍合同軍事演習実施。

１１日蜷温首相，第５回 SCO加盟国首脳会

談に出席のためタジキスタンを訪問。

１３日蜷中共中央弁公庁・国務院弁公庁，

「『第１１次５カ年計画』期間（２００６～２０１０）文化

発展計画要綱」を交付。

１９日蜷IMF，中国等４カ国の投票権拡大を

決定。

２３日蜷第６回日中総合政策対話，東京で開

催（～２６日）。

２４日蜷中共中央政治局，陳良宇上海党委書

記を解任。中央政治局委員の職務を停止，党

委書記代行に韓正を決定。

２６日蜷温首相，安倍晋三新首相へ祝電。

２９日蜷台湾海峡両岸の中秋節チャーター便

第１便が台北から上海浦東空港へ到着。

３０日蜷湖南省人代，代理省長に周強を選出。

１０月４日蜷EU，中国・ベトナム製革靴に対

する反ダンピング課税決定。

８日蜷安倍首相来訪（～９日）。胡国家主席，

温首相らと会談。共同プレスコミュニケ発表。

蜷中共第１６期中央委員会第６回全体会議開

催（～１１日）。「調和社会」の建設を目指すコ

ミュニケを発表。

９日蜷北朝鮮が核実験実施。中国外務省，

抗議の声明を発表。胡国家主席，ブッシュ大

統領と電話協議。

１２日蜷唐国務委員，アメリカ訪問。ブッ

シュ大統領と会談。

１３日蜷盧武鉉韓国大統領来訪。胡国家主席，

温首相と会談。

１４日蜷唐国務委員，ロシア訪問。プーチン

大統領と会談。

蜷国連安保理，対北朝鮮制裁を含む第１７１８

号決議を全会一致で採択。

１８日蜷唐国務委員，北朝鮮訪問。１９日，金

正日総書記と会談。胡国家主席からのメッ

セージ伝達。

２０日蜷ライス米国務長官，来訪（～２１日）。

胡国家主席，温首相，李肇星外交部長と会談。

２２日蜷紅軍長征勝利７０周年記念大会開催。

２３日蜷チベット自治区党委書記に張慶黎を

選出。

２７日蜷第１０期全人代常務委第２４回会議開催

（～３１日）。

２００６年 重要日誌
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蜷中国工商銀行，香港・上海証券取引所に

同時上場。資金調達額で世界最高記録更新。

３０日蜷温 首 相，南 寧 に お け る 中 国・

ASEAN対話関係構築１５周年記念サミットに

出席。

蜷甘粛省人代，代理省長に徐守盛を選出。

３１日蜷河北省人代，代理省長に郭庚茂を選

出。江西省人代，代理省長に呉新雄を選出。

蜷中国，北朝鮮，米国の６カ国協議団長が

北京で非公式会合。協議再開で合意。

１１月１日蜷中国・アフリカ協力フォーラムを

北京で開催（４～５日に首脳会議）。胡国家主

席が重要講話。「北京首脳会議宣言」および「北

京行動計画」採択。

３日蜷人民銀行，預金準備率０．５ポイント引き上

げを発表。本年３度目。

６日蜷雲南省人代，代理省長に秦光栄を選

出。

８日蜷第３回米中戦略対話，北京で開催。

９日蜷ロシアのフラトコフ首相来訪。温首

相と中ロ首相第１１回定例会議開催。

蜷国家発展改革委，「第１１次外資利用５カ年

計画（２００６～２０１０年）」発表。

１２日蜷孫文生誕１４０周年記念大会，北京で

開催。胡総書記が祖国の平和統一に関する重

要講話。

１５日蜷胡総書記・国家主席，ベトナム，ラ

オス，インド，パキスタンを訪問（～２６日）。

１８日蜷アジア太平洋経済協力会議（APEC）

がベトナムで開催。胡国家主席，第１４回非公

式首脳会談出席。会期中，盧武鉉韓国大統領，

安倍首相，プーチン・ロシア大統領，ブッ

シュ米大統領と会談。

１９日蜷米中合同海上捜索救助演習，南シナ

海で実施。

２１日蜷胡国家主席，インドを訪問（～２３日）。

シン首相，カラム大統領と会談し，共同宣言

発表。

２３日蜷第１２回全国民政会議（～２４日）。温首

相が重要講話。

蜷胡国家主席パキスタンを訪問（～２６日）。

ムシャラフ大統領と会談。自由貿易協定

（FTA）に調印。

蜷第７回日中防衛安全協議が２年ぶりに東

京で開催。

１２月３日蜷中共中央，四川省党委書記に杜青

林，吉林省党委書記に王�を任命。
４日蜷中共中央，海南省党委書記に衛留成

を任命。

５日蜷中共中央経済工作会議開催（～７日）。

１１日蜷中国・パキスタンが合同反テロ軍事

演習「友好２００６」を実施（～１８日）。

蜷外銀の個人向け人民元業務を解禁。

１３日蜷ブッシュ米大統領来訪，胡国家主席

と会談。

１４日蜷張定発人民解放軍海軍司令員死去。

後任に呉勝利。

蜷第１回米中戦略経済対話，北京で開催

（～１５日）。胡国家主席，ポールソン米財務長

官ら米側代表団と会談。

蜷上海株式総合指数，５年ぶり高値更新。

１６日蜷中国，アメリカ，インド，日本，韓

国５カ国エネルギー担当相会議開催（北京）。

１８日蜷吉林省人代，代理省長に韓長賦を任

命。

蜷第５回６カ国協議第２段階会議が北京で

開催（２２日に休会を宣言）。

２０日蜷ナザルバエフ・カザフスタン大統領

来訪。胡国家主席と会談。

２４日蜷第１０期全人代常務委第２５回会議開催

（～２９日）。孫政才を農業部長に決定。

２６日蜷日中歴史共同研究委員会第１回会議

開催（北京，～２７日）。

２９日蜷『２００６年中国の国防白書』発表。

中 国
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２ 中国共産党・国家指導者名簿

（２００６年末現在）

１．中国共産党

盧 第１６期中央委員会

総書記 胡錦濤

中央政治局常務委員

胡錦濤 呉邦国 温家宝

賈慶林 曾慶紅 黄 菊

呉官正 李長春 羅 幹

中央政治局委員 王楽泉 王兆国 回良玉

劉 淇 劉雲山 李長春

呉 儀 呉邦国 呉官正

張立昌 張徳江 羅 幹

周永康 胡錦濤 兪正声

賀国強 賈慶林 郭伯雄

黄 菊 曹剛川 曾慶紅

曾培炎 温家宝

（注：２００５年９月２５日に中央政治局委員の陳良宇

は職務停止となっている）

中央政治局候補委員

王 剛

中央書記処書記 曾慶紅 劉雲山 周永康

賀国強 王 剛 徐才厚

何 勇

盪 中央規律検査委員会

書 記 呉官正

参考資料 中 国 ２００６年
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副書記 何 勇 夏賛忠 李至倫

張樹田 劉錫栄 張恵新

劉峰岩 馬 馼

蘯 中央軍事委員会

主 席 胡錦濤

副主席 郭伯雄 曹剛川 徐才厚

委 員 梁光烈 李継耐 廖錫龍

陳炳徳 喬清晨 張定発

靖志遠

盻 中央直属機関

中央弁公庁主任 王 剛

中央組織部長 賀国強

中央宣伝部長 劉雲山

中央統一戦線工作部長 劉延東

中央対外連絡部長 王家瑞

２．国家最高機関

国家主席 胡錦濤

国家副主席 曾慶紅

全国人民代表大会常務委員会委員長 呉国邦

中国人民政治協商会議主席 賈慶林

国務院総理 温家宝

国家中央軍事委員会主席 胡錦濤

最高人民法院院長 蕭 揚

最高人民検察院検察長 賈春旺

３．人民解放軍

総参謀長 梁光烈

総政治部主任 李継耐

総後勤部長 廖錫龍

総装備部長 陳炳徳

海軍司令員 呉勝利

空軍司令員 喬清晨

第２砲兵司令員 靖志遠

４．国務院

総 理 温家宝

副総理 黄 菊 呉 儀 曾培炎 回良玉

国務委員 周永康 曹剛川 唐家� 華建敏１）

陳志立

外交部部長 李肇星

国防部部長 曹剛川

国家発展改革委員会主任 馬 凱

教育部部長 周 済

化学技術部部長 徐冠華

国防科学技術工業委員会主任 張雲川

国家民族事務委員会主任 李徳洙

公安部部長 周永康

国家安全部部長 許永躍

監察部部長 李至倫

民政部部長 李学挙

司法部部長 呉愛英

財政部部長 金人慶

人事部部長 張柏林

労働社会保障部部長 田成平

国土資源部部長 孫文盛

建設部部長 汪光�
鉄道部部長 劉志軍

交通部部長 李盛霖

信息（情報）産業部部長 王旭東

水利部部長 汪恕誠

農業部部長 孫政才

商務部部長 薄煕来

文化部部長 孫家正

衛生部部長 高 強

人口計画生育（出産）委員会主任 張維慶

中国人民銀行行長 周小川

審計（会計検査）署審計長 李金華

国有資産監督管理委員会２）主任 李榮融

（注）＊１）国家行政学院院長を兼務。

＊２）直属特設機構。

中 国
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３ 各省，市，自治区首脳名簿（２００６年末現在）

省・市・
自治区

党委員会
書 記

省 長
市 長
主 席

人代常務
委員会主任

省・市・
自治区

党委員会
書 記

省 長
市 長
主 席

人代常務
委員会主任

北 京

天 津

河 北

山 西

内モン
ゴル

遼 寧

吉 林

黒龍江

上 海

江 蘇

浙 江

安 徽

福 建

江 西

山 東

河 南

劉 淇

張立昌

白克明

張宝順

儲 波

李克強

王 �
銭運録

韓 正豎

李源潮

習近平

郭金龍

廬展江

孟建注

張高麗

徐光春

王岐山

戴相龍

郭庚茂豎

于幼軍

楊 晶

張文岳

韓長賦豎

張左己

韓 正

梁保華

呂祖善

王金山

黄小昌

呉新雄豎

韓寓群

李成玉

于均波

劉勝玉

白克明

張宝順

儲 波

李克強

王雲坤

銭運録

�学平

李源潮

習近平

郭金龍

廬展江

孟建柱

張高麗

徐光春

湖 北

湖 南

広 東

広 西

海 南

重 慶

四 川

貴 州

雲 南

チベット

陝 西

甘 肅

青 海

寧 夏

新 疆

兪正声

張春賢

張徳江

劉奇葆

衛留成

汪 洋

杜青林

石宗源

白恩培

張慶黎

李建国

陸 浩

趙楽際

陳建国

王楽泉

羅清泉

周 強豎

黄華華

陸 兵

衛留成

王鴻挙

張中偉

林樹森豎

秦光栄豎

シャンバ
ビンツオ

袁純清豎

徐守盛豎

宋秀岩

馬啓智

イスマイ
ル・ティリ
ワルディ

楊永良

張春賢

黄麗満

（空席）

（空席）

汪 洋

張学忠

石宗源

白恩培

列 確

李建国

（空席）

趙楽際

陳建国

アブドライ
ム・アミティ

（注）（代）は代理。

２００６年 参考資料
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主要統計 中 国 ２００６年

１ 基礎統計

２０００ ２００１ ２００２ ２００３ ２００４ ２００５ ２００６
人 口（万人）
就 業 人 口（万人）

消費者物価上昇率（％）
都市部失業率（％）
為替レート（１ドル＝元，平均）

１２６，７４３
７２，０８５
０．４
３．１

８．２７８４

１２７，６２７
７３，０２５
０．７
３．６

８．２７７０

１２８，４５３
７３，７４０

―０．８
４．０

８．２７７０

１２９，２２７
７４，４３２
１．２
４．３

８．２７７０

１２９，９８８
７５，２００
３．９
４．２

８．２７６８

１３０，７５６
７５，８２５
１．８
４．２

８．１９１７

１３１，４４８
７６，４００
１．５
４．１

７．９７３５

（出所）『中国統計年鑑２００６』，国家統計局発表による。

２ 国内総支出（名目価格） （単位：億元）

２０００ ２００１ ２００２ ２００３ ２００４ ２００５ ２００６
最 終 消 費
民 間 消 費
政 府 消 費

総 資 本 形 成 額
財・サービス純輸出額
国 内 総 支 出 額

６１，５１６
４５，８４６
１５，６６１
３４，８４３
２，３９０
９８，７４９

６６，８７８
４９，２１３
１７，６６５
３９，７６９
２，３２５

１０８，９７２

７１，６９１
５２，５７１
１９，１２０
４５，５６５
３，０９４

１２０，３５０

７７，４５０
５６，８３４
２０，６１５
５５，９６３
２，９８６

１３６，３９９

８７，０３３
６３，８３４
２３，１９９
６９，１６８
４，０７９

１６８，２８０

９６，９１８
７０，９０６
２６，０１２
７９，５６０
１０，２２３
１８６，７０１

…
…
…
…
…
…

（出所）『中国統計年鑑２００６』。

３ 産業別国内総生産（名目価格） （単位：億元）

２０００ ２００１ ２００２ ２００３ ２００４ ２００５ ２００６
第 １ 次 産 業
第 ２ 次 産 業
第 ３ 次 産 業

１４，７１６
４５，５５６
３８，９４３

１５，５１６
４９，５１２
４４，６２７

１６，２３９
５３，８９７
５０，１９７

１７，０６８
６２，４３６
５６，３１８

２０，９５６
７３，９０４
６５，０１８

２３，０７０
８７，０４７
７２，９６８

２４，７００
１０２，００４
８２，７０３

国 内 総 生 産
国 民 総 生 産

９９，２１５
９８，００１

１０９，６５５
１０８，０６８

１２０，３３３
１１９，０９６

１３５，８２３
１３５，１７４

１５９，８７８
１５９，５８７

１８３，８６８
１８３，９５６

２０９，４０７
…

食料＊生産量（万トン）
１人当たりＧＤＰ（元）

４６，２１８
７，８５８

４５，２６４
８，６２２

４５，７０６
９，３９８

４３，０７０
１０，５４２

４６，９５０
１２，３３６

４８，４０２
１４，０４０

４９，７４６
１５，９３１

（注） ＊穀物・豆類・イモ類。
（出所） 表１に同じ。

４ 産業別国内総生産成長率 （％）

２０００ ２００１ ２００２ ２００３ ２００４ ２００５ ２００６
第 １ 次 産 業
第 ２ 次 産 業
第 ３ 次 産 業
国 内 総 生 産
国 民 総 生 産
１人当たりＧＤＰ（元）

２．４
９．４
９．７
８．４
８．９
７．６

２．８
８．４
１０．２
８．３
８．１
７．５

２．９
９．８
１０．４
９．１
９．５
８．４

２．５
１２．７
９．５
１０．０
１０．６
９．３

６．３
１１．１
１０．０
１０．１
１０．４
９．４

５．２
１１．７
１０．０
１０．２
１１．０
９．６

５．０
１２．５
１０．３
１０．７
…

１０．２

（出所） 表１に同じ。
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５ 国・地域別貿易 （単位：億ドル）

２００４ ２００５ ２００６
輸出 輸入 輸出 輸入 輸出 輸入

Ｅ Ｕ
ド イ ツ
ア メ リ カ
日 本
香 港
ＡＳＥＡＮ
韓 国
台 湾
そ の 他

１，０７１．６
２３７．６

１，２４９．４
７３５．１

１，００８．７
４２９．０
２７８．１
１３５．４

１，０２５．８

７０１．２
３０３．７
４４６．６
９４３．３
１１８．０
６２９．８
６２２．３
６４７．６
１，５０３．５

１，４３７．１
３２５．３
１，６２９．０
８４０．０

１，２４４．８
５５３．７
３５１．１
１６５．５

１，０７３．５

７４０．０
３０７．２
４８７．３

１，００４．５
１，２２２．７
７５０．０
７６８．２
７４６．８
５７４．３

１，８１９．８
４０３．２

２，０３４．７
９１６．４

１，５５３．９
７１３．３
４４５．３
２０７．４

１，９９９．６

９０３．２
３７８．８
５９２．１

１，１５７．２
１，０７８．７
８９２．３
８９７．８
８７１．１

１，５２３．７
合 計 ５，９３３．３ ５，６１２．３ ７，６２０．０ ５，６１２．３ ９，６９０．７ ７，９１６．１
（出所）２００５年までは『中国統計年鑑２００６』，２００６年は海関総署。

６ 国際収支 （単位：億ドル）

２００３ ２００４ ２００５ ２００６上半期
貿 易 収 支
輸 出
輸 入
貿 易 外 収 支
所 得 収 支
移 転 収 支

４４６．５
４，３８２．７
―３，９３６．２

―８５．７
―７８．４
１７６．３

５８９．８
５，９３３．９
―５，３４４．１

―９７．０
―３５．２
２２９．０

１，３４１．９
７，６２４．８
６，２８２．９

―９３．９
１０６．４
２５３．９

７９９．７
４，２８７．４
３，４８７．８

―５６．６
３６．５
１３６．２

経 常 収 支 ４５８．７ ６８６．６ １，６０８．２ ９１５．８
資 本 ・ 金 融 収 支
資 本 収 支
金 融 収 支
直 接 投 資
流 出
流 入
証 券 投 資
資 産
負 債
そ の 他 投 資
資 産
負 債

５２７．３
―０．５
５２７．７
４７２．３
―８２．８
５５５．１
１１４．３
２９．８
８４．４
―５８．８
―１７９．２
１２０．４

１，１０６．６
―０．７

１，１０７．３
５３１．３
―１８．１
５４９．４
１９６．９
６４．９
１３２．０
３７９．１
１９．８
３５９．３

６２９．６
４１．０
５８８．６
６７８．２
８６０．７
１８２．５
―４９．３
２２０．０
２６９．３
―４０．３

３，０６７．３
３，１０７．６

３８９．３
１９．５
３６９．９
３０９．６
４１０．１
１００．４
―２９２．０
１６１．７
４５３．７
３５２．２

２，２４２．８
１，８９０．６

誤 差 脱 漏 １８４．２ ２７０．５ ―１６７．７ ―８４．１
準 備 資 産 ―１，１７０．２ ―２，０６３．６ ―２，０７０．２ ―１，２２１．１
（出所）『中国統計年鑑』（各年版），２００６年上半期は国家外�管理局発表。

７ 国家財政 （単位：億元）

２０００ ２００１ ２００２ ２００３ ２００４ ２００５ ２００６
財 政 収 入
財 政 支 出
財 政 収 支
債 務 収 入
国内公債・国債
海 外 借 入

１３，３９５
１５，８８７
―２，４９１
４，１８０
４，１５７
２３

１６，３８６
１８，９０３
―２，５１７
４，６０４
４，４８４
１２０

１８，９０４
２２，０５３
―３，１５０
５，６７９
５，６７９

０

２１，７１５
２４，６５０
―２，９３５
６，１５４
６，０３３
１２１

２６，３９６
２８，４８７
―２，０９０
６，８７９
６，７３４
１４５

３１，６４９
３３，９３０
―２，２８１
６，９２３
６，９２３
０

３９，３４４
４０，２１３

―８７０
…
…
…

（出所）『中国統計年鑑２００６』，２００６年は全人代での財政報告による。

２００６年 主要統計
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